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登
録
型
本
人
通
知
制
度

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

～
付
加
保
険
料
の
納
付
～

　

３
月
ま
で
は
、
付
加
保
険
料
は
納
期
限
（
翌
月
末
）
ま
で
に
納

め
な
け
れ
ば
、
自
動
的
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
取
り
扱

い
で
し
た
。
４
月
か
ら
は
、
国
民
年
金
保
険
料
と
同
様
に
、
付
加

保
険
料
も
納
期
限
か
ら
２
年
間
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
付
加
保
険
料
納
付
を
始
め
て
み
ま
せ
ん

か
？

◆
付
加
保
険
料
を
納
め
る
と
、
ど
う
な
る
の
？

　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
に
付
加
保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）

を
プ
ラ
ス
し
て
納
付
す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
付

加
年
金
が
受
給
で
き
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
年
金
額
は
、
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

で
す
。

〈
具
体
例
〉
付
加
保
険
料
を
10
年
間
納
付
さ
れ
た
場
合

付
加
保
険
料
の
納
付
額
＝
４
０
０
円
×
12
月
×
10
年
＝
４
万
８
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　

↓　

 

↓　

 

↓

付
加
年
金
の
年
金
額 

＝ 

２
０
０
円
×
12
月
×
10
年
＝
２
万
４
千
円

＊
４
万
８
千
円
の
付
加
保
険
料
額
で
、
毎
年
２
万
４
千
円
の
付
加

年
金
が
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
受
け
取
れ
、
大
変
お
得
で

す
。
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生
活
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生
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環
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　75 歳の誕生日を
　　　　　　　迎える方へ

　

75
歳
の
誕
生
日

か
ら
は
、
そ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た

健
康
保
険
を
脱
退

し
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
75
歳
の
誕

生
日
前
に
『
後
期

高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
』
を
郵
送

し
ま
す
。

　

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
は
、加
入
者
（
被
保
険
者
）

全
員
に
保
険
料
の
負
担
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
に
関
す
る
通
知
は
、

誕
生
月
の
翌
月
以
降
に
郵
送
し

ま
す
。

 

保
険
医
療
課 

☎
21
‐２
１
３
７

平成 24・25 年度
（旧料率）

平成 26・27 年度
（新料率）

①均等割額（１人当たり） 42,000 円 43,200 円
②所得割率

（前年所得　－ 33 万円） ８．54％ ８．54％

賦課限度額 55 万円 57 万円
保険料額 ①均等割額＋②所得割額

平成 26・27 年度の後期高齢者医療保険の
保険料率等が変わります

　保険料率は、２年に一度見直されることとなっています。
　保険料率の改定は、少子高齢化や医療技術の高度化等の影響によ
る１人あたりの医療費の増加に対応するためのものです。
　この増える医療費を賄うために、次のとおり見直しました。

＊均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくものです。
＊所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割
額を算出するために用いる割合のことです。
＊賦課限度額とは、賦課される保険料（年額）の上限額のことです。

　平成25年度に行われた所得の低い方に対する均等割軽減のうち、
５割、２割軽減については、該当となる基準が拡がります。その他
の９割、8.5 割軽減や所得割額の軽減（５割軽減）、これまで被用
者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減（所得割額の免除、
均等割額の９割軽減）は、平成 26 年度も継続します。
◆問合先　県後期高齢者医療広域連合 ☎ 028 － 627 － 6805

　

本
市
は
、
住
民
票
の
写
し
や

戸
籍
等
の
不
正
請
求
や
不
正
取

得
に
よ
る
個
人
の
権
利
の
侵
害

を
防
ぐ
た
め
、
住
民
票
の
写
し

や
戸
籍
等
を
本
人
の
代
理
人
や

第
三
者
に
交
付
し
た
時
に
、
事

前
に
登
録
し
た
方
に
交
付
し
た

こ
と
（
交
付
年
月
日
、
種
別
及

び
通
数
、
交
付
請
求
者
の
種
別

（
代
理
人
又
は
第
三
者
の
別
））

を
知
ら
せ
る
「
登
録
型
本
人
通

知
制
度
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

登
録
で
き
る
方
は
、
本
市
の

住
民
基
本
台
帳
ま
た
は
戸
籍
に

記
載
さ
れ
て
い
る
（
い
た
）
方

で
、
本
人
が
登
録
す
る
場
合
は

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証

や
パ
ス
ポ
ー
ト
等
本
人
の
写
真

が
貼
付
さ
れ
た
証
明
書
等
）
を

お
持
ち
い
た
だ
き
、

市
民
生

活
課
及
び
各
総
合
支
所
生
活
環

境
課
に
あ
る
「
本
人
通
知
制
度

事
前
登
録
申
込
書
」
に
記
入
し

て
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

市
民
生
活
課 

☎
21
‐
２
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２
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犬
や
猫
を
飼
っ
て
い
る

         

　
　        

皆
さ
ん
へ

市
収
納
代
理
金
融
機
関

　
　
　
　
開
設
の
お
知
ら
せ

　

４
月
30
日
（
水
）、
常
陽
銀

行
栃
木
支
店
が
開
設
さ
れ
、
栃

木
市
収
納
代
理
金
融
機
関
と
な

り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◆
場
所　

河
合
町
３
‐
２

◆
電
話　

22-

６
３
８
１

 

財
政
課  

☎
21
‐
２
３
２
２

名称 所在地 電話番号

栃木地域包括支援センター　 本庁舎内（万町） 21 ‐ 2245
21 ‐ 2246

吹上地域包括支援センター　 吹上公民館内（吹上町） 31 ‐ 1002
皆川地区包括支援センター 皆川公民館内（皆川城内町） 22 ‐ 3991
寺尾地区包括支援センター 寺尾公民館内（梅沢町） 31 ‐ 1120
国府地域包括支援センター 国府公民館内（惣社町） 27 ‐ 3855
大宮地区包括支援センター 大宮公民館内（大宮町） 28 ‐ 2113
大平地域包括支援センター ゆうゆうプラザ内（大平町西野田）43 ‐ 1550
藤岡地域包括支援センター 藤岡総合支所内（藤岡町藤岡） 62 ‐ 0911
都賀地域包括支援センター 都賀総合支所内（都賀町家中） 28 ‐ 0772
西方地域包括支援センター 西方保健センター内（西方町本城）92 ‐ 0032
岩舟地域包括支援センター 岩舟総合支所内（岩舟町静） 55 ‐ 7782

「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

　
　
　
　
　
　
調
査
を
実
施

　

介
護
が
必
要
と
な
る
原
因

（
転
倒
・
骨
折
の
お
そ
れ
、
低

栄
養
、口
腔
機
能
の
低
下
な
ど
）

を
早
期
に
見
つ
け
る
た
め
の
ア

ン
ケ
ー
ト
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
」
に
よ
る
調
査
を
実
施
し

ま
す
。

　

５
月
下
旬
に
基
本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
を
郵
送
、
後
日
、
回
答

の
結
果
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
機
能
が
低
下
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
介
護
予

防
教
室
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
対
象
者　

４
月
１

日
現
在
、
市
内
に
住

む
65
歳
以
上
で
奇
数

年
齢
の
方（
要
支
援
・

要
介
護
認
定
者
を
除

く
）

◆
調
査
方
法　

郵
送

で
配
布
・
回
収

◆
費
用　

無
料

★
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
は
、
高
齢
者

が
い
つ
ま
で
も
自
分

ら
し
く
、
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
し
て
い
け
る
よ

う
、
介
護
予
防
に
関

す
る
こ
と
や
総
合
的

な
相
談
・
支
援
等
を

行
っ
て
い
ま
す
。

 

高
齢
福
祉
課

☎
21
‐
２
２
４
４

≪相談窓口一覧≫

高
齢
者
実
態
調
査
を
実
施

　

高
齢
者
の
実
態
を
把
握
す
る

と
と
も
に
、
緊
急
時
等
に
対
応

す
る
た
め
、
高
齢
者
実
態
調
査

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
各
地
域

の
民
生
委
員
が
調
査
に
伺
い
ま

す
の
で
、協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
期
日　

５
～
６
月

◆
場
所　

市
内
全
域

◆
対
象　

65
歳
以
上
の
ひ
と
り

暮
ら
し
及
び
高
齢
者
の
み
の
世

帯
（
４
月
１
日
現
在
）
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齢
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課 

☎
21
‐２
２
４
２

 

健
康
福
祉
課 

☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 
☎
62
‐０
９
０
４

 

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

 

☎
28
‐０
７
７
２

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐０
３
１
０

 

健
康
福
祉
課 

☎
55
‐７
７
５
９

平
成
26
年
度
教
科
書
選
定

　
　
会
議
・
教
科
書
展
示
会

 

教
科
書
選
定
に
関
す
る
会
議 

　

平
成
27
年
度
か
ら
使
用
す
る

小
学
校
用
教
科
書
（
Ｈ
27
～
Ｈ

30
使
用
）、
平
成
27
年
度
使
用

小
・
中
学
校
特
別
支
援
学
級
用

教
科
書
に
つ
い
て
、
本
市
の
児

童
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
教
科

書
を
選
定
す
る
た
め
、
次
の
日

程
で
選
定
委
員
会
を
開
催
し
ま

す
。

①
５
月
26
日
（
月
）
14
時
30
分

～
15
時
30
分
／
国
府
公
民
館
／

「
採
択
の
方
針
に
つ
い
て
」

②
７
月
10
日
（
木
）
10
時
30
分

～
11
時
30
分
／
大
平
公
民
館
／

「
教
科
書
の
調
査
・
研
究
」

③
７
月
22
日
（
火
）
9
時
30
分

～
16
時
／
大
平
公
民
館
／
「
調

査
員
報
告
及
び
選
定
」

※
調
査
員
報
告
お
よ
び
選
定
議

決
の
場
面
は
非
公
開
に
な
り
ま

す
が
、
選
定
の
結
果
は
、
選
定

委
員
会
終
了
後
に
口
頭
で
公
表

し
ま
す
。

 

教
科
書
展
示
会 

　

平
成
27
年
度
か
ら
使
用
す
る

小
学
校
用
教
科
書
（
Ｈ
27
～
Ｈ

30
使
用
）、
平
成
27
年
度
に
使

用
さ
れ
る
小･

中
学
校
特
別
支

援
学
級
用
教
科
書
と
中
学
校
用

教
科
書
の
展
示
会
を
、
６
月
13

日（
金
）～
７
月
２
日（
水
）（
土
・

日
曜
日
除
く
）、
開
催
し
ま
す
。

　

場
所
は
、栃
木
南
中
学
校
内
・

栃
木
教
科
書
セ
ン
タ
ー
で
す
。

ど
な
た
で
も
入
場
で
き
ま
す
。

詳
細
は
左
記
へ
。

 

学
校
教
育
課 

☎
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‐
２
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犬
を
飼
っ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　

最
近
、
放
し
飼
い
の
苦
情
や

迷
い
犬
の
問
い
合
わ
せ
が
増
え

て
い
ま
す
。犬
を
飼
う
場
合
は
、

必
ず
首
輪
を
し
て
リ
ー
ド
等
で

つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。犬
鑑
札
・

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
な
ど
を

付
け
、
所
有
者
が
分
か
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
首
輪
が
ゆ
る
い
と
逸

走
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
首
輪

に
指
が
２
本
入
る
程
度
が
適
切

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
は
、
県
動
物
愛
護
指
導

セ
ン
タ
ー
で
保
護
し
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
確
認
く
だ
さ
い
。

ノ
ラ
猫
に
え
さ
を
与
え
な
い
で

　

猫
の
フ
ン
の
放
置
、
い
た
ず

ら
等
、
ご
近
所
か
ら
の
苦
情
が

増
え
て
い
ま
す
。

　

ノ
ラ
猫
へ
の
無
責
任
な
餌
や

り
は
、
多
く
の
人
の
迷
惑
に
な

り
ま
す
。
責
任
を
持
っ
て
飼
い

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
飼
い
猫
は
、
十
分
な

餌
が
あ
り
ス
ト
レ
ス
が
発
散
で

き
れ
ば
、
犬
と
は
違
い
、
空
間

を
う
ま
く
使
え
る
た
め
、
広
い

場
所
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
外

で
飼
う
と
、
望
ま
な
い
繁
殖
や

ご
近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因

に
な
り
ま
す
。
飼
い
主
の
た
め

に
も
、
猫
の
た
め
に
も
、
室
内

飼
い
を
お
勧
め
し
ま
す
。
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県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
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０
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‐
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８


